
令和５年度 岩手県要保護児童対策地域協議会 

 

日時：令和６年１月 30日（火） 

13時 00分～15時 00分 

場所：トーサイクラシックホール岩手 

第１会議室 

  

次     第 

 

１ 開  会 

２ あいさつ  

３ 委員紹介 

４ 議  事  

(1) 岩手県における児童虐待の状況 

(2) 市町村における要保護児童対策地域協議会の開催状況について 

(3) 児童虐待防止アクションプランに関連する事業の取組状況 

(4) 東日本大震災津波による被災児童の状況 

(5) 高校生の生活状況アンケート（ヤングケアラーに係る実態調査）について 

(6) その他 

５ そ の 他 

６ 閉  会 



 

 岩手県要保護児童対策地域協議会委員名簿  

  

 

 （任期：令和４年２月１日～令和６年１月 31日） 

区 分 氏  名 所 属 団 体 等 役 職 名 等 備 考 

福  祉 

米 田 ハ ツ エ 岩手県民生委員児童委員協議会 副 会 長  

稲 田 泰 文 
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会・保育協

議会 
会 長 欠席 

佐 藤  孝 
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会・児童福

祉施設協議会 
副 会 長  

山 影 光 子 岩手県里親会 会 長  

保  健 

医  療 

金 濱 誠 己 一般社団法人岩手県医師会 常 任 理 事 欠席 

鈴 木 卓 哉 一般社団法人岩手県歯科医師会 常 務 理 事  

山 家 健 仁 岩手医科大学附属病院 特 任 講 師 欠席 

近 藤 真 理 子 岩手県保健師長会 副 会 長 欠席 

教  育 

坂 水 か よ 
一般社団法人岩手県私立幼稚園・認定こども

園連合会 
副 会 長  

山 口 真 樹 一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会 副 会 長  

金 野  治 岩手県小学校長会 専 門 委 員  

泉 澤  毅    岩手県中学校長会 常 任 理 事 新任 

健全育成 
両川  いずみ 認定ＮＰＯ法人いわて子育てネット 理 事 長  

髙 橋 寿 美 子 ＣＡＰ岩手 運 営 委 員 長 欠席 

司 法 須 山 通 治 岩手弁護士会 
子どもの権利委員会 

委 員 長 
 

報  道 熊 谷 宏 彰 株式会社岩手日報社 編集局次長兼報道部長  

学  識 

経 験 者 

柴 垣  登 国立大学法人岩手大学教育学部 教 授 欠席 

三 上 邦 彦 公立大学法人岩手県立大学社会福祉学部 教 授  

行  政 

関  順 子 盛岡地方法務局 人 権 擁 護 課 長  

昆  秀 博 
盛岡市子ども未来部子ども家庭総合支援セン

ター 

子 ど も 未 来 部    

子ども家庭総合支援 

セ ン タ ー 所 長 

 

岩 花 由 紀 子 久慈市子育て世代包括支援センター 
子育て世代包括支援 

セ ン タ ー 所 長 
 

稲 葉 郁 子 金ケ崎町子育て支援課 子 育 て 支 援 課 長  

濱 登 新 子 山田町健康子ども課 健 康 子 ど も 課 長 欠席 

千 田 幸 喜 岩手県教育委員会事務局学校教育室 
首 席 指 導 主 事 

兼 生 徒 指 導 課 長 
 

松 本  一 夫 岩手県警察本部生活安全部人身安全少年課 
参 事 官 兼 

人身安全少年課長 
新任 

小 川  修 岩手県福祉総合相談センター 所 長  

中軽米 奈美子 岩手県一関児童相談所 所 長  

大 向 幸 男 岩手県宮古児童相談所 所 長 欠席 

髙 橋 久 代 岩手県保健福祉部子ども子育て支援室 室 長  

 

※オブザーバー：盛岡家庭裁判所（欠席）   
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岩手県要保護児童対策地域協議会設置要綱 

 
（趣旨）  

第１条 要保護児童（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）

第６条の３第８項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。）の早期発見及び適切

な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦（法第６条の３第５項に規定する要支援

児童又は特定妊婦をいう。以下同じ。）への適切な支援を図るため、関係機関の円

滑な連携と協力を確保することを目的として、法第 25 条の２第１項の規定に基づ

き、岩手県要保護児童対策地域協議会（以下「地域協議会」という。）を設置する。 

 
（所掌事項）  

第２条 地域協議会は、法第 25 条の２第２項の規定に基づき、次に掲げる事項を所

掌する。 

(１) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦（以下「要保護

児童等」という。）に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童

若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報を交換すること 

(２) 要保護児童等に対する支援に関すること 

(３) 市町村要保護児童対策地域協議会の運営支援に関すること 

(４) その他必要な事項に関すること  
 

（構成）  
第３条 地域協議会は、別表に掲げる関係機関等に従事する者その他関係者をもっ

て構成する。 

２ 構成員の任期は就任の日から２年とし、欠員を生じた場合の補欠の構成員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

 

 
（会長及び副会長）  

第４条 地域協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は構成員の互選により選出し、副会長は構成員の中から会長が指名する。 

３ 会長は地域協議会の事務を総理し、地域協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長

の職務を代理する。 

 
（会議）  

第５条 地域協議会は、保健福祉部長が招集し、議長には会長を充てる。 

 

（要保護児童対策調整機関）  



2 
 

第６条 知事は、法第 25 条の２第４項の規定に基づき、保健福祉部子ども子育て支

援室を要保護児童対策調整機関として指定する。 

２ 要保護児童対策調整機関は、地域協議会に関する事務を総括するとともに、要

保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童に対する支援の実

施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡

調整を行う。 

 

（会議の公開）  
第７条 地域協議会は公開とする。ただし、個人情報を扱う場合等、地域協議会が

会議の一部又は全部を公開しない旨を決定したときは、この限りではない。 

 

（情報提供等）  
第８条 地域協議会は、第２条に規定する情報の交換及び協議等を行うため必要が

あると認めるときは、法第 25 条の３の規定に基づき、関係機関等に対し、資料又

は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

 
（守秘義務）  

第９条 地域協議会の構成員及び構成員であった者は、法第 25 条の５の規定に基づ

き、地域協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。 

 

（その他）  
第 10 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成 28 年１月 14 日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成 30 年２月 22 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年７月 19 日から施行する。 
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別表（第３条関係）  
 
区  分  関  係  機  関  等  備   考  

福  祉  

岩手県民生委員児童委員協議会  
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会・保育協議会  
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会児童福祉施設協議会  
岩手県里親会  

 

保健医療  

一般社団法人岩手県医師会  
一般社団法人岩手県歯科医師会  
岩手医科大学附属病院  
岩手県保健師長会  

 

教  育  

一般社団法人岩手県私立幼稚園・認定こども園連合会  
一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会  
岩手県小学校長会  
岩手県中学校長会  

 

健全育成  
認定ＮＰＯ法人いわて子育てネット  
ＣＡＰ岩手  

 

司  法  岩手弁護士会   
報  道  株式会社岩手日報社   

学識経験者  
国立大学法人岩手大学教育学部  
公立大学法人岩手県立大学社会福祉学部  

 

行   政  

盛岡地方法務局  
市町村児童福祉担当課  
岩手県教育委員会事務局  
岩手県警察本部  
岩手県福祉総合相談センター  
岩手県一関児童相談所  
岩手県宮古児童相談所  
岩手県保健福祉部  

 

 
※オブザーバー：盛岡家庭裁判所  
 


	済04　設置要綱（改正後全文）

